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  ○不破消防組合公印規則 

平成25年６月１日規則第２号    

 不破消防組合公印規則(昭和43年５月１日規則第５号)の全部を改正する。 

 （目的） 

第１条 この規則は、不破消防組合の公印について必要な事項を定めることを目

 的とする。 

 （公印の種類） 

第２条 公印の種類は、次のとおりとする。 

（１） 不破消防組合管理者印 

（２） 不破消防組合管理者職務代理者印 

（３） 不破消防組合消防長印 

（４） 不破消防組合会計管理者印 

（５） 不破消防組合会計管理者職務代理者印 

（６） 不破消防組合議長印 

（７） 不破消防組合東消防署長印 

（８） 不破消防組合西消防署長印 

２ 前項に掲げるもののほか、必要に応じその他の公印を置くことができる。 

 （印影、書体及び用途等） 

第３条 公印の形状及び寸法は、別表第１のとおりとする。 

２ 公印の書体、用途及び管守場所は、別表第２のとおりとする。 

 （公印の保管） 

第４条 公印は、常に堅ろうな容器に納め施錠し、その取扱いを厳正にしなけれ

 ばならない。 

 （公印の使用） 

第５条 公印は、用途以外に使用することができない。ただし、特に管理者の許

 可があった場合は、この限りでない。         

 （公印の調製等） 

第６条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務課において

 その手続きをしなければならない。          

 （公印台帳） 

第７条 総務課長は、公印を登録し整理するため、公印台帳を設けなければなら

 ない。 

 （公印の使用） 

第８条 公印の使用は、その管守の長が自ら行うものとする。ただし、定例又は

 軽易なものについては、あらかじめ長の指名した職員にはこれを行わせること

 ができる。 

２ 公印を押印するときは、当該文書に原議書その他証拠書類を添えて、当該公

 印を管守する長又は、あらかじめ長が指名した職員に示して審査照合を受けな

 ければならない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第２（第３条関係） 

番号 種  別 書体 用    途 管守長 

１ 管理者印 古印体 管理者名をもって発する文書 消防長 

２ 管理者職務代理者印 古印体 職務代理者名をもって発する文書 消防長 

３ 消防長印 古印体 辞令及び消防長名をもって発する文書 消防長 

４ 会計管理者印 古印体 会計管理者名をもって発する文書 会計管理者 

５ 会計管理者職務代理者 古印体 職務代理者名をもって発する文書 会計管理者 

６ 議長印 古印体 議長名をもって発する文書 消防長 

７ 東消防署長印 古印体 東消防署長名をもって発する文書 東署長 

８ 西消防署長印 古印体 西消防署長名をもって発する文書 西署長 
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